










令和2年4月1日
　1.

1)

3) 本市指定様式

別記１　　　支給材料
別記２　　　貸与品
別記３　　　部分引渡し
別記４　　　部分使用
別記５　　　保険
別記６　　　返納すべき発生材
別記７　　　完成写真
別記８　　　メーカーリスト

2.
1) 災害及び公害

の防止
(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

3.

　作業に伴う騒音、振動、煤煙、ほこり等、又仮設物による電
波、日照障害についてはあらかじめ配慮し、公害の防止に努め
る。

2) あと片付け 　工事完成に際しては、工事用用地及び仮囲いの外周（1.0ｍ）
を原形に復旧する。

記    録 

　本工事にて特に必要な追加事項については別記として以下を
本仕様書に添付する。

工事現場管理 
　施工中の安全に関しては、建築工事安全施工技術指針を参考
に常に工事の安全に留意し、現場管理を行い、災害及び事故の
防止に努める。

　工事用車輌の搬出入が頻繁な日時は専任の交通整理員を要所
に配置し、付近住民及び施設利用者等の安全な通行に努める。

　工事用車輌の搬出入に起因する現場付近の道路等の汚れは随
時清掃し、本工事車両に起因する損傷箇所は速やかに復旧す
る。

建築工事　一般共通事項

一般事項
共通仕様書の
適用範囲

　本工事は、本市契約規則等に基づき、特記によるほか、新増
改築工事においては、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公
共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）及び（機械設備工事
編）－平成31年版－」、補修改修工事においては　国土交通省
大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標準仕様書（電気
設備工事編）及び（機械設備工事編）－平成31年版－」に準拠
する。
　ただし、補修改修工事において、軽微で少量の施工個所で、
安全上支障のない場合は、監督員と協議のうえ、上記仕様書に
記載されている各工程の一部及び試験などを省略することがで
きる。

2) 軽微な変更 　現場の納まり、取合いなどの関係で材料の寸法、取付け位置
又は取付け工法、あるいは数量等の増減で軽微な変更は市監督
員（以下「監督員」という。）との協議による。

　騒音、振動については、「建設工事公衆災害防止対策要綱」
に準拠するとともに、関係法令を遵守すること。

「横須賀市ホームページ」＞「申請書ダウンロード」＞「公共
建築課の書式」にて掲載。（使用時に最新版を確認）

4) 官公署その他
への手続き

　工事の施工に必要な官公署その他への手続きは、速やかに行
う。これに伴う費用は本工事の請負者（以下「請負者」とい
う。）の負担とする。

5) 別記について



(a)
(b)
(c)

(a)

(b)

3) 熱帯材型枠使
用の削減

　本工事で使用するコンクリート型枠用合板は、従前から使用
している熱帯材を原料とする合板（熱帯材100％のもの）は使用
しないものとする。
　これに替わるコンクリート用型枠は、針葉樹林型枠、複合型
枠（以下「複合合板型枠」という。）など熱帯材100％合板型枠
以外のものから工事の作業条件等を考慮して、請負者の責任と
費用負担により選択するものとする。　又複合合板型枠を使用
する場合は極力塗装仕上げをされたものを使用し、その型枠の
転用（再使用）の増加を図る。

4) グリーン購入
法

　請負者は、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する
法律（グリーン購入法）」に基づき、環境負荷の低減に資する
環境物品の調達に努める。
　なお、監督員が指示した工事については、「グリーン購入実
績報告書」（本市指定様式）を監督員に提出する。

1) 環境問題意識
の啓発

　請負者は、現場の職員，従業員及びこの工事に関連するすべ
ての業者に対して工事管理会議などの機会を通じて、環境改善
のための教育講習会を開催し、各人の環境問題意識の高揚に努
めなければならない。
　なお、監督員が指示した工事については、実施した教育講習
の内容を工事日報、工事監理日誌などに記録して監督員に提出
する。

2) 廃棄物の適正
処理等

　請負者は、建設工事に伴い発生する廃棄物について、別添
「建設廃棄物の取扱及び建設副産物実態調査に係る特記仕様
書」に基づき発生抑制、再利用・再資源化、適正処理に努め
る。

4) 完成図、その
他

　本工事完成引渡しと共に、完成図書を「横須賀市都市部公共
建築課機械、電気工事しゅん工図書電子化媒体作成要領書」
（公共建築課ＨＰに掲載）に基づき作成し提出する。また、当
該施設に完成図書を２部作成し引き渡す。

4. 環境への取組み 　請負者は、横須賀市環境マネジメントシステム(ＹＥＳ)の環
境方針を十分理解して、工事現場から生じる騒音，振動等の建
設公害、建設廃棄物の排出による処分場への負担、熱帯材型枠
の使用による地球温暖化などの環境負荷を低減するために次に
掲げる事項に留意して、地球環境の保全に資するよう努めなけ
ればならない。
　無石綿（アスベスト）化への対応
　使用建材については、アスベストが含有するものを使用しな
いこと。また、下請負者を使用する場合は、同様の内容を周知
し、徹底を図ること。

3) 工事記録写真 　工事記録写真は、監督員の指示により下記を表紙付き冊子
（Ａ４版）で提出する。
工事着手前の状況。
施工中の工事進捗過程（完成まで）。
施工状況で特に報告の必要のある場合。

1) 材料の品質検
査

　材料の品質検査は使用前に市監督員の検査を受ける。又工事
材料内訳書は本市指定様式により書面およびエクセルデータで
提出する。

2) 工事報告書 　工事報告書（工事出来高表、工事進捗写真、工事月報、工事
日報）は市監督員の指示ある場合に、本市指定様式により毎月
提出する。



5.

2)

5) フロン排出抑
制法

　フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律（フ
ロン排出抑制法）に基づき、オゾン層の保護及び地球温暖化の
防止に努め、工事により発生したフロン類廃棄物は適正に処理
し、フロン類回収登録業者より処理受領証明書を受け監督員に
提出する。

その他 
1) 工事表示板等

の設置
　公共建築工事(又は公共建築改修工事)標準仕様書によるほ
か、工事請負金額1,000万円(消費税を含む)以上の工事について
は工事表示板を、新築工事で100㎡以上のものについては工事看
板を設置する。(表示板等仕様については「申請書ダウンロー
ド」に掲載。)

4) グリーン購入
法

　請負者は、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する
法律（グリーン購入法）」に基づき、環境負荷の低減に資する
環境物品の調達に努める。
　なお、監督員が指示した工事については、「グリーン購入実
績報告書」（本市指定様式）を監督員に提出する。

公共サイン等
の表示・設置

　本工事の一部に公共サイン等の表示・設置が含まれている場
合は、横須賀市屋外広告物条例第26条により屋外広告業の登録
を受けた者又は、同条例第28条の6第3項により届出を行った者
が行うこと。





















１．当該工事の施工条件明示事項は、下記表□内の黒塗り部分が対象となる。

  　ただし、明示されているものは特に必要なものであり、全てに対して明示されているものではない。

２．なお、請負者は下記明示事項やそれ以外に該当すると思われるもので、明示されていない場合

　　には、その都度監督員と協議するものとする。

明示項目 明　　示　　事　　項

□工程関係 □他の工事の開始又は完了の時期による影響

□施工時期、施工時間及び施工方法の制限（準備工期の設定等）

□関係機関等との協議の未成立

□関係機関等との協議条件による影響

□地下埋設物、埋蔵文化財等の事前調査及び移設期間

□設計上、見込んでいる休日日数等以外の作業不能日数

□用地関係 □工事用地等の未処理部分

□工事用仮設道路・資機材置き場用の民有地等の借地

□発注者が借り上げた土地の使用

□工事用地等の使用終了後における復旧内容

□周辺環境関係 □工事に伴う公害防止（騒音、振動、粉塵、排出ガス等）対策

　　（公害、排水等） □水替え・流入防止施設

□濁水、湧水等の処理対策

□事業損失防止関係

□安全対策関係 □交通安全施設等の指定

□近接工事での施工方法、作業時間等の制限

□落石、土砂崩落等に対する防護施設

□交通誘導警備員、警戒船等の保安設備、保安要員の配置

□有毒ガス及び酸素欠乏等の換気設備等対策

■工事用道路関係 ■工事用資機材等の搬入経路、使用期間等の制限

□搬入路の使用中及び使用後の処置

□仮設道路の設置

□一般道路の占用

□仮設備関係 □仮設物（仮土留、足場等）の他の工事への転用若しくは兼用

□仮設備の構造及び施工方法の指定

□仮設備の設計条件の指定

□建設副産物関係 □残土の受け入れ及び仮置き場所までの距離、時間等の処分条件

□建設副産物の現場内での再利用及び減量化

□建設副産物及び建設廃棄物の処理

□薬液注入関係 □薬液注入工法の施工

□周辺環境への調査

□工事支障物件等 □占用物件の有無及び占用物件等による工事支障物の存在

□地上、地下等の占用物件工事との重複施工

■その他 □工事用資機材の保管及び仮置き

□工事現場発生品

□支給材料及び貸与品

□関係機関・自治体等との近接工事協議に係る条件等

□架設工法の指定

□工事用水、電力等の指定

□新技術・新工法・特許工法の指定

□部分使用

□給水の必要

■電子納品対象工事特記仕様書

施 工 条 件 明 示 事 項



施工条件明示の詳細

■工事用道路関係
20．工事用資機材等の搬入経路、使用期間等の制限

■その他
43．電子納品対象工事特記仕様書

　２階の工事個所への工事用資機材等の搬入は、建物内部を使用せず、外部から各工事箇所
まで直接搬入すること。

　機械設備工事および電気設備工事については、本工事完成引渡しと共に、しゅん工図書を2
部およびしゅん工図面を収録したCD-Rを1枚作成し提出する。
　図面データは原則次に示すデータのいずれかとする。ただし、「イメージデータ」とは拡張子が
「pdf」または「tif」のファイルを指す。
　　(a) CADデータ (AutoCADまたはJW-CADで正常に再現できる形式、
　　　　または拡張子が「dxf」のファイルとする。)
　　(b) CAD図のイメージデータ
　　(c) 原図をイメージスキャナで読み取ったイメージデータ


























































